
平成２３年第４回筑紫野市議会（９月）定例会 

提出議案について 

 

 平成２３年第４回筑紫野市議会（９月）定例会（会期：９月２日から９月２７日まで）に

次の議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

  

諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第１項の規定に基づき、法務大臣が委嘱することとなって

いますが、同条第３項の規定により、市町村長は法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権

を有する住民の中から、議会の意見を聞いて、候補者を推薦しなければならないこととなっています。 

現委員の西川和義氏が平成２３年１２月３１日をもって任期満了となり、引き続き委員としてご活

躍いただきたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものです。 

認定第１号 平成２２年度筑紫野市一般会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は３０６億２，８３０万５，１６６円、歳出決算額は２９６億７，２６３万９，６７４

円です。これを差引きした形式収支は、９億５，５６６万５，４９２円の黒字となっています。 

認定第２号 
平成２２年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 歳入決算額は８４億７，８４８万１９１円、歳出決算額は８３億１，７４８万７，７９３円です。

これを差引きした形式収支は、１億６，０９９万２，３９８円の黒字となっています。 

認定第３号 平成２２年度筑紫野市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 歳入決算額は３５０万２，８１６円、歳出決算額は３４５万２，４７２円です。 

これを差引きした形式収支は、５万３４４円の黒字となっています。 

認定第４号 
平成２２年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

歳入決算額は２，０５８万４，９９３円、歳出決算額は１，３３１万４，３７４円です。 

これを差し引きした形式収支は７２７万６１９円の黒字となっています。 



認定第５号 平成２２年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

歳入、歳出決算額ともに５２４万６，１７３円となっています。 

認定第６号 平成２２年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 歳入決算額は４８億７９８万４，１０６円、歳出決算額は４７億６，０７８万４，６１５円です。

これを差引きした形式収支は４，７１９万９，４９１円の黒字となっています。 

認定第７号 
平成２２年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 歳入決算額は１６億６，１４７万４４３円、歳出決算額は１６億３，４６１万７，３９９円です。

これを差引きした形式収支は２，６８５万３，０４４円の黒字となっています。 

認定第８号 
平成２２年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 歳入、歳出決算額ともに２億２，０６２万５，０５０円となっています。 

認定第９号 平成２２年度筑紫野市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 歳入、歳出決算額ともに６億３，８０６万２，６８８円となっています。 

認定第１０号 平成２２年度筑紫野市二日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は２２７万６，４０２円、歳出決算額は１８８万９，７８０円です。 

これを差引きした形式収支は３８万６，６２２円の黒字となっています。 

認定第１１号 平成２２年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入決算額は８０８万５，２８７円、歳出決算額は６７８万３，０００円です。 

これを差し引きした形式収支は１３０万２，２８７円の黒字となっています。 

認定第１２号 平成２２年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

歳入、歳出決算額ともに９５８万２，６７１円となっています。 



認定第１３号 平成２２年度筑紫野市水道事業会計決算の認定について 

平成２２年度水道事業については、安定的な水資源の確保とともに安心で安全な水道水の供給に努

めてまいりました。 

建設面においては配水管の布設など計画的に施設の整備拡充を行っています。 

経理の状況としては、収益的収支は、収入総額１８億６，５３２万２，７０１円、支出総額１６億

５，９０６万３，１２９円となり、その結果、税抜きで１億６，５２８万４，７１５円の純利益が生

じています。 

また、資本的収支は、収入総額４６０万４，６００円、支出総額６億５，８０８万３，１８６円と

なり、不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしています。 

認定第１４号 平成２２年度筑紫野市下水道事業会計決算の認定について 

平成２２年度下水道事業会計については、本市では、御笠川・那珂川、宝満川、宝満川上流の３つ

の処理区で計画的な事業の実施と水洗化の促進に努めてまいりました。 

経理の状況としては、収益的収支は、収入総額１９億４，６８３万９，１２６円、支出総額１８億

４，９３７万５，５１９円となり、その結果、税抜きで６，３００万２，８２４円の純利益が生じて

います。 

また、資本的収支は、収入総額１０億７，２７６万９，７５０円、支出総額１５億１，６３２万 

３，０４４円となり、不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしています。 

以上２件、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に

付すものです。 

議案第４５号 筑紫野市人権施策推進審議会設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

本件は、審議会委員の構成を見直し、構成員の中から市議会議員を除くため、条例の一部を改正す

るものです。 

議案第４６号 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

本件は、本市において今後も引き続き歳入の大きな伸びが期待できない状況で、三役が率先して 



給与を削減することで、職員に対して経費節減の意識を持って行政運営にあたらせることを目的に、

平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までの間、市長の給料月額を５％、副市長の給料月

額を３％削減するため、条例を改正するものです。 

議案第４７号 筑紫野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

本件は、議案第４６号と同様の理由で、教育長の給料月額を３％削減するため、条例を改正するも

のです。 

議案第４８号 筑紫野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

本件は、東日本大震災の被害の甚大さ等に鑑み、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、災

害弔慰金の支給範囲が兄弟姉妹まで拡大されたことに伴い、筑紫野市災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正するものです。 

議案第４９号 筑紫野市陸上競技場の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

本件は、スポーツ振興法が全部改正され、スポーツ基本法として本年６月２４日に公布、８月２４

日から施行されたことに伴い、筑紫野市陸上競技場の設置及び管理に関する条例、筑紫野市スポーツ

振興審議会条例及び筑紫野市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものです。 

議案第５０号 筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部

を改正する法律が平成２３年６月２２日に成立、６月３０日に公布、施行されたことに伴い、筑紫野

市税条例の一部を改正する必要が生じたものです。 

改正の主な内容は、寄附金税額控除の適用下限額を５千円から２千円に引き下げること及び市民税

等の過料規定の見直しです。 

議案第５１号 筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

本件は、議案第５０号と同様の理由で、筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたも

ので、改正の内容は、地方税法の一部改正による引用条項の改廃に伴うものです。 



議案第５２号 市道路線の認定について 

本件の路線番号９０９７号 太郎丸３号線は、筑紫小学校の北側に位置し、筑紫駅西口土地区画整

理事業の事業計画見直しにより、区画整理事業区域外となる地区のまちづくり整備計画に従い改良工

事を行う道路です。 

路線番号９０９８号 むらさき南団地２号線は、西鉄大牟田線紫駅南東の紫地区における宅地開発

が完了したことにより、移管された道路です。 

路線番号９０９９号 江永浦線は、筑紫野インターチェンジ西側に隣接し、平成２０年１０月に宅

地開発完了時に移管されていますが、宅地の土地利用が未定のため、認定を延期していた道路です。 

これらの道路を道路法第８条第１項の規定に基づき市道として認定するため、同条第２項の規定に

基づき議会の議決を求めるものです。 

議案第５３号 市道路線の変更について 

本件の路線番号８６７４号 仮尺２号線は、西鉄筑紫駅の南西に位置し、筑紫駅西口土地区画整理

事業の事業計画見直しにより、区画整理事業区域外となる地区のまちづくり整備計画に従い改良工事

を行い、終点を変更する道路です。 

路線番号８７７４号 貝元・姥ヶ谷線は、筑紫野インターチェンジ南西に位置し、平成２０年１０

月に宅地開発完了時に移管されていますが、宅地の土地利用が未定のため、終点の変更を延期してい

た道路です。 

これらの道路を道路法第１０条第２項の規定に基づき路線の変更を行うため、同条第３項の規定に

より準用する同法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第５４号 下水道の排水協定について 

本排水協定は、当市と太宰府市との境界付近の公共下水道工事の施工及び維持管理等を効率的に行

っていくために、それぞれの市の業務及び費用負担等を明確にするために排水協定を締結しています

が、今回、太宰府市からの区域の編入についての協議依頼があり、排水協定の一部を改正するもので

す。 

以上、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 



議案第５５号 平成２３年度筑紫野市一般会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容は、歳出予算としては、平成２２年度の剰余金を財政調整基金への積立金として２

億９，７４３万７千円、庁舎建設基金への積立金として１億円、地域密着型サービス拠点等施設整備

費補助金１，４７５万円、対象世帯の増加に伴う児童扶養手当２，２０２万７千円、中小企業融資保

証料補助金１，０００万円、クリーンヒル宝満建設に伴う上原田地区条件整備事業２，０００万円、

阿志岐山城跡遺跡の国指定に伴う関連事業２，００４万３千円、繰上償還による地方債繰上償還元金

５億円などを増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、減債基金繰入金５億円、前年度繰越金３億９，４８７万３千円、

臨時財政対策債２億３，７１６万８千円などの増額や地方特例交付金４，６４３万２千円、普通交付

税８，９２２万５千円を減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億４，２０４万９千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３０億９，２０４万９千円とするものです。 

また、「債務負担行為の補正」として、「追加の場合」で３件の１億８，５７６万４千円を、一部事

務組合分として２件の２億５，５２３万２千円を計上しています。 

また、「地方債補正」については、「追加の場合」として１件の７７０万円、「変更の場合」として

３件の１８億４，３８６万７千円を計上しています。 

議案第５６号 平成２３年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

補正予算の内容は、歳出予算としては国庫支出金返還金１８４万３千円、県支出金返還金２００万

７千円、社会保険診療報酬支払基金返還金３３６万６千円、予備費３，９９８万２千円を増額するも

のです。 

これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金４，７１９万８千円を増額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ４，７１９万８千円追加し、歳入歳出予算の総額を５１億２，７９７

万円とするものです。 

 

議案第５７号 

 

平成２３年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について 



補正予算の内容は、歳出予算としては福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金２，５１１万円を

増額するものです。 

これに見合いの歳入予算としては、前年度繰越金２，６８５万３千円の増額と一般会計からの事務

費繰入金１７４万３千円を減額するものです。 

このため、歳入歳出それぞれ２，５１１万円追加し、歳入歳出予算の総額を１７億５，１１３万 

５千円とするものです。 

 


